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身体障害者
　◎ 両下肢、体幹、移動機能障害　１級又は２級
　◎ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害　１級又は３級
　◎ 免疫、肝臓の障害　1 級から 3 級まで

戦 傷 病 者
　◎ 両下肢、体幹の障害　特別項症から第２項症まで
　◎ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害　特別項症から第３項症まで

要 介 護 者 　◎ 介護保険被保険者証に要介護５と記載されている方

◆選挙に関する問い合わせ
　　選挙管理委員会（総務課内）　内線 215

◆不在者投票
　　次のような場合は、不在者投票ができます。
　　・指定病院や指定老人ホームなどに入院、入所している方
　　　病院長又は施設長に不在者投票をしたい旨を事前にお申し出ください。入院、入所している病院や
　　　老人ホームなどで投票ができます。
　　・町外に滞在中の方
　　　事前に扶桑町の選挙管理委員会へお申し出ください。滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票ができます。

★期日前投票をする方は入場券裏面の「宣誓書」の記入をお願いします
投票所入場券の裏面に「期日前投票宣誓書」を印刷しています。期日前投票をする方は、この「期日
前投票宣誓書」にあらかじめ記入のうえ、切り離して投票所にお持ちください。手続きが早く済みます。
ご協力をお願いします。

扶桑町長選挙・
扶桑町議会議員一般選挙

が おこなわれます
投 票 日　４月 26 日（日）

投票時間  午前 7 時～午後 8 時
選挙管理委員会（総務課内）　内線 215

投票所（投票場所） 投票区の区域

　高 雄 第 １（高雄小学校体育館） 　北新田、羽根、羽根西、村田機械

　高 雄 第 ２（高雄保育園） 　東川西、東川南、東川北、扶桑住宅、高雄団地

　高 雄 第 ３（扶桑町役場） 　北定松、福塚、高木東、高木西

　高 雄 第 ４（扶桑東小学校体育館） 　南新田、高雄住宅、南定松、平塚、ビレッジハウス扶桑

　高 雄 第 ５（高雄西学習等供用施設） 　宮島、伊勢帰、扶桑台

　山 名 第 １（山名学習等供用施設） 　山那、扶桑苑、森、中村住宅

　山 名 第 ２（山名西学習等供用施設） 　小淵、大門、前野、野田、西村、寺前、大垣扶桑紡績

　斎       藤  （斎藤学習等供用施設） 　斎藤東、斎藤西、斎藤中、斎藤北、斎藤南、緑ヶ丘

　柏 森 第 １（柏森南保育園） 　柏森西、柏森南、中島

　柏 森 第 ２（柏森小学校体育館） 　柏森東１区、柏森東２区、柏森北、花立、柏森レインボー

◆投票できる方
　　平成 14 年 4月 27 日以前に出まれた方で、令和 2年 1月 20 日以前から引き続き扶桑町の選挙人名簿に登
　　録されている方。
　　※ただし、町の選挙であるため、投票時点で町外へ転出した人は、投票できません。

◆入場券を忘れずに
　　お手数ですが、選挙管理委員会から送付した投票所入場券のうちご自分のものを切り取り、投票所へお
　　持ちください。投票所入場券の届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている方は、
　　投票することができます。

◆投票所はおまちがえなく

◆選挙公報
　　従来、町の選挙では候補者の政見や経歴等を記載した選挙公報を発行していませんでしたが、このたび
　　の選挙から発行します。新聞折り込み又は郵便受けへの投函によって 4月 24 日（金）から 4月 25 日（土）
　　までに配布します。なお、選挙公報が納品され次第、扶桑町役場等にも据え置き、また、町ホームペー
　　ジにも閲覧用データを掲載しますのでご覧ください。

◆期日前投票
　　投票日に次のような理由により投票所で投票できない方は、期日前投票をすることができます。
　　・投票日に仕事や冠婚葬祭や旅行などのため投票できない方
　　・病気や出産などのため、投票所へ行けない方
　　▼期日前投票の期間及び時間
　　　4月 22 日（水）から 4月 25 日（土）までの午前 8時 30 分から午後 8時まで
　　▼期日前投票の場所
　　　扶桑町役場　２階　第１会議室

◆郵便による投票
　　身体に重度の障害のある方は、自宅などで不在者投票をして、郵送することができます。
　　郵便による不在者投票をしようとする場合は、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付
　　を受けておくことが必要です。（既に郵便等投票証明書の交付を受けている方は、改めて交付を受ける必
　　要はありませんが、有効期限が経過している場合は、再交付を受ける必要があります）
　　▼郵便による不在者投票の対象者
　　　身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の交付を受けている方又は介護保険法による要介護者で、障害
　　　の程度又は要介護状態区分がそれぞれ次の事項に該当する方

◆代理投票・点字投票
　　体の不自由な方や文字の書けない方は、その旨を投票所の係員に申し出ていただければ、厳正な立会の
　　もとに投票したい候補者の名前を係員が代筆します。
　　また、視覚障害のある方は、点字で投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。


